
吾妻振興局「地域振興調整費補助金」運用方針 

                                               （住民センター等整備事業を除く） 

１ 事業趣旨    

町村、業界団体、地域づくり団体、ＮＰＯ法人などが中心となって実施する 

事業で、地域の振興及び活性化に高い効果が期待できるものに対して、予算の

範囲内で補助金を交付する。 

 

２ 補助概要 

（１）対象事業 

補助金の交付の対象となる事業は、次の表に定めるものとし、吾妻振興 

局長が適当と認めた事業とする。ただし事業の採択にあたっては、新規性 

のある事業を優先的に採択するものする。 

 

事業者 町村、業界団体、地域づくり団体、ＮＰＯ法人 等 

対象事業 吾妻振興局「地域振興調整費」執行方針で定める事業 

補助額 事業内容等を勘案し、上限を５０万円とする。ただし吾妻振興

局長が認める場合はその限りではない 

補助率 １／２以内。ただし吾妻振興局長が認める場合はその限りでは

ない 

対象外経費 団体等の運営に係る恒常的経費（団体等構成員の人件費、団体

等構成員等の飲食費等）、備品購入費、工事費等 

※対象外事業 

     ア 国庫補助、県費補助の対象事業となっている事業 

     イ 著しく規模が小さい事業（事業費が概ね１０万円以下） 

     ウ 従来から慣例的に開催されていて発展性の見込まれない事業 

 

（２）補助期間 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（自主財源） 

 

 

 

 

 

   

 

 

（自主財源） 

 

 

 

 

   

 

 

 

（自主財源） 

 

 

（自主財源） 

 

 

※自主財源 

のみの実施 

を目指す 

（補助金） 
※事業費の 
１／２以内 

（補助金） 
※１年目の 
７割が上限 

（補助金） 
※２年目の 
７割が上限 

＜１年目＞ ＜２年目＞ ＜３年目＞ ＜４年目～＞ 

補助期間と補助上限額 



同一事業主体による同一事業に対する補助期間は原則１年とするが、吾 

妻振興局長が必要と認めるものは３年まで継続して申請することができる。

この場合の補助金の額は、前年度補助金の額の７割を上限とする。ただし 

郡内全域に関わる広域的な事業についてはこの限りではない。 

 

（３）手続きの流れ 

 

手続時期 申請者 吾妻行政県税事務所 

 

４月 

 

 

 

 

 

募集開始 

 

原則として事業開

始の１か月前 

 

事業計画書（要綱別記様式第１号） 

・事業に関する参考書類 

・事業概要  

・見積書（積算書） 

  ・仕様書等 

・団体の活動状況に関する書類 

・規約 

・構成員名簿等 

・その他参考となる書類 

 

交付申請書（要綱別記様式第２号） 

・誓約書 

（要項別記様式第１号） 

※国又は地方公共団体は不要 

 

    

    審査 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   受付 

 

交付決定（要綱別記

様式第３号） 

 

（必要に応じて） 

 

 

 

 

 

 

変更承認申請書（要綱別記様式第４号） 

・事業計画書 

（要綱別記様式第１号に準じる） 

・その他参考書類 

  ・変更後の見積書 

  ・カタログ、設計書、計画表、現況

を示す写真等 

 

 

 

 

   審査 

 

 

 

 

 

補助金変更決定通知

書（要綱別記様式第

５号） 

 

(行政県税事務所

長が必要と認めた

とき) 

 

 

概算払請求書（要綱別記様式第９号） 

・概算払の必要性を証明する書類 

・収支計画書 

・通帳の写し等 

 

 

   審査 

 

概算払い 

 



（行政県税事務所

長から指示があっ

たとき） 

 

 

事業遂行状況報告書（要綱別記様式第６

号） 

 

 

 

       審査 

事業完了後３０日

以内又は当該補助

金の交付決定のあ

った日の属する年

度の翌年度の４月

１０日のいずれか

早い日まで 

事業実績報告書（要綱別記様式第７号） 

・補助事業に要した経費の支出状況を

証明する書類（領収書の写し等） 

・契約書の写し 

・事業実施にあたり契約等を行った場

合はその写し 

・写真等事業実施状況を証明する書類 

・その他事業実施に関し別途指示する

書類 

・検査調書 

・成果品（写真可） 

等 

 

 

 

 

       審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付額確定通

知書（要綱別記様式

第８号） 

 

補助金の交付 

 

 

 

（４）その他 

      この運用方針によりがたい場合は、吾妻振興局長が別に定めるものとす 

る。 

 

附則 

 １ この運用方針は、平成１６年５月２１日から施行する。 

 ２ この運用方針は、平成２２年７月３０日から施行する。 

 ３ この運用方針は、平成２６年５月１日から施行する。 

 ４ この運用方針は、平成２７年４月１日から施行する。 

 ５ この運用方針は、令和３年４月１日から施行する。 

 ６ この運用方針は、令和４年４月１日から施行する。 

 ７ この運用方針は、令和５年４月１日から施行する。 

 ８ この運用方針は、令和８年４月１日から施行する。 

 


